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添付書類 

１ 契約書（案） 

可分事業内訳書 

作業仕様書 

作業位置図 

２ 契約情報の公表様式 

３ 入札者注意書 

 

 

 

 

 

 

 

京都大阪森林管理事務所 



１ 深山国有林外保安林総合改良整備事業

２ 京都府船井郡　深山国有林51と３林小班外

３ 本数調整伐 ha

丸太筋工 ｍ

４ 契約締結日の翌日から

令和８年１月17日まで

５ 金　　　　　　　　　　　　円也

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税」という。)

金　　　　　　　　　　　　円也）

（  ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

契約保証金の納付 第４条第１項第１号

契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第４条第１項第２号

証券等の提供

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品 第15条

前金払 第35条第１項

中間前金払 第35条第３項

部分払 第38条

国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

７ 支給材料及び貸与物件

保安改良整備事業請負契約書（案）

事 業 名

事 業 場 所

事 業 量 6.53

890

事 業 期 間

以内

選択条項選択事項

〔注〕

×

なし

×

収入

数量

分の

 回以内

品質規格品名

請 負 金 額

×

引渡予定場所 引渡予定月日

印紙

×

×

×

×

適用削除の区分

×

×

選 択 条 項



８ 特約事項

(１) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(２) 約款第38条は、別紙可分事業内訳書の可分作業ごとに適用するものとする。

(３) 伐倒木の持ち出しを禁止する。

(４) 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。

負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

より契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　　年　　　月　　　日

発注者 住　所 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102

氏　名

請負者 住　所

氏　名

その他の構成員の住所及び氏名を記入する。

〔注〕 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所

及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び

印

印

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本

契約書及び令和７年７月10日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請

また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書に

分任支出負担行為担当官
　近畿中国森林管理局
　京都大阪森林管理事務所長　氏橋　亮介







深山国有林外保安林総合改良整備事業

0.09

4.84

6.53

290 ｍ

580 ｍ

20 ｍ

51と3 ㏊1.53

55い 0.07 ㏊

1017る

林小班 数量

可　分　事　業　内　訳　書

1017に

上賀茂

宮津 須川

丸太筋工　合計

事務所

1017に

1017る

51と3

㏊

㏊

㏊

備考単位事業期間 国有林作業種
森林

本数
調整伐

契約締結日の翌日
～

令和８年１月17日

計　　　　　　　　　　

上賀茂

宮津

深山

須川

奥山

深山

丸太
筋工

契約締結日の翌日
～

令和８年１月17日

計　　　　　　　　　　 890 ｍ

本数調整伐　合計 6.53 ha

ｍ890











 

特記仕様書 

 

 

１ 谷、沢筋の周辺及び林道上方の事業地では、伐採時に伐採木が転落しないよう十

分に注意するとともに、伐採木の転落防止の措置を確実に行うこと。誤って転落し

た伐採木については、転落の恐れがない箇所まで引き上げた上で、転落防止措置を

行うこと。 

 

２ 沢、歩道及び林道へ倒れこむ恐れがある立木については、下流部での被害防止あ

るいは管理施設（林道及び歩道）確保のため、伐倒し確実に処理を行うこと。 

 

３ アフリカ豚熱（ASF）対策 

（１）山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死 体発見

時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 

 

（２）アフリカ豚熱（ASF）対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道

府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の

靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、岡山県の行う立入制限等の防疫措置等を踏

まえ、契約約款 20 条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。 

 

４ その他、本特記仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるもの

とする。 













（別添）契約情報の公表様式

深山国有林外保安林総合改良整備事業
京都大阪森林管理事務所

注１： 人員輸送距離については、往復の距離（単位：km）とする。
　２： 通勤時間については、往復の時間（単位：分）とする。

京丹波町瑞穂支所

綾部市役所

伊根町役場

伊根町役場

京丹波町瑞穂支所

伊根町役場

伊根町役場

44分

42分

71分

81分

44分

71分

81分

ｍ

890 ｍ

㏊

㏊

21.4km

22.6km

29.8㎞

29.8㎞

21.4km

29.8㎞

29.8㎞

林分条件

難100％

難100％

難100％

難100％

―

―

―

人員輸送距離
（往復）

通勤時間
（往復）

通勤起点

計

深山

奥山

須川

深山

須川

傾斜及び
植生量

事業期間

㏊

数量

0.07 ㏊

機械･人力

機械･人力

機械･人力

機械･人力

人力

人力

人力

林小班

契約締結日の翌日
～

令和８年１月17日

51と3

20 ｍ

580 ｍ

1.53

51と3

6.53 ㏊

290

国有林

作業条件

作業手段
作業種

55い

1017に

1017る

1017に

1017る

本数調整伐

計

丸太筋工

0.09

4.84
















